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第六次国有林野施業実施計画書 

第一次変更計画 

 

（東予森林計画区） 

 

 
 

              自  令和２年４月 1 日 

   計画期間 

              至  令和７年３月 31 日 

 

［変更年月 令和３年３月］ 

 

 

 

 

 

 

 

四国森林管理局 



 

 

 

第六次国有林野施業実施計画（東予森林計画区）の変更について 

 

【変更理由】 

 

 以下の理由により、国有林野管理経営規程（平成 11 年１月 21 日付け農林水

産省訓令第２号）第 14 条第２項に基づき変更する。 

 なお、本変更計画は、令和３年４月１日から適用する。 

① 「レクリエーションの森」の見直し 

 

【変更する項目】 

 

６ レクリエーションの森の名称及び区域   

 

８ その他必要な事項   

 (4) その他    

 

 

 

 

 

  

※ 本計画書内の集計表に関して共通する注釈 

単位未満四捨五入により、計と内訳が一致しない場合がある。 
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６ レクリエーションの森の名称及び区域 

種

類 

名称 

 

面積 

(ha) 

位 置 

(林小班) 

選定 

理由 

施業 

方法 

既存施設

の概要 

施設 

整備 

備考 

 

自

然

休

養

林 

おもご・しこ

く 

面河・四国

カルスト 

175.13 1013 か 1 

1018 り 1､ぬ 

1019 に 

1022 ほ 

1023 へ 

 

全国七霊山

の一つであ

る石鎚山と

原生的な天

然林、これ

らを背景と

した渓谷美

とが調和し

た優れた景

観 を 有 す

る。 

 

天然生

林施業 

 

駐 車 場

(県) 

園地 

(県) 

 

宿泊施設 

( 久 万 高

原町 )(石

鎚神社) 

  
風 致
探 勝
ゾ ー
ン 

1013 イ 

1018 イ 

1023 イ 

 

雑地 

かめがもり 

瓶ヶ森 

788.90 1024 へ､と 1 

1025 と､ち､り 1､ 

  わ          

1026 に､ほ､へ 

1027 に､ほ､と 

1028 に､ほ 

 

石鎚連峰の

中央部に位

置し冷温帯

から亜寒帯

までの植生

を有し、変

化に富む森

林景観を示

している。 

 

 

天然生

林施業 

 

駐 車 場

(県) 

 

宿泊施設 

(民間) 

  
風 致
探 勝
ゾ ー
ン 

1032 と､ち 

1033 へ､と､ち､    

り､ぬ 

1034 ほ､へ 1 

   へ 2 

1035 は、に 

 
風 景
ゾ ー
ン 

1025 イ､ロ 

1026 イ､ロ 

1027 イ､ロ 

1028 イ､ロ､ハ､ 

   ニ､ホ 

 

雑地 

 
風 致
探 勝
ゾ ー
ン 

計 2箇所 964.03       

野

外

ス

ポ

ー

ツ

地

域 

じょうじゅ 

成就 

33.90 1015 ろ､に､ほ､ 

  へ 1､へ 2､ 

  と 

1016 は､ら､お 

 

冬期スキー

と あ わ せ

て、霊峰石

鎚山、瓶ヶ

森、瀬戸内

海の眺望 

 

 

天然生

林施業 

 

野 営 場

(国、西条

市) 

 

園地 

(西条市) 

  

計 1箇所 33.90       
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風

景

林 

どうがもり 

堂ヶ森 

4.44 1001 ろ 1  

笹生地と白

骨林と天然

林との調和

された森林

美が優れて

いる。 

 

 

天然生

林施業 

 

歩道 

(国) 

 

  

1001 ロ  

雑地 

いしづち 

石鎚 

129.40 1013 と､ち､り､ 

   ぬ､よ､た 

1014 は､に､ほ､ 

   へ 

1015 は､り 

1016 に､ほ､へ､ 

   と､ち､り, 

   ぬ､む､う, 

  の､く 

1017 へ､と 

 

天然林と人

工林の調和

し た 森 林

美、石鎚山

及び瓶ケ森

の眺望 

 

 

天然生

林施業 

 

ロープウ

ェイ 

(民間) 

  

1016 イ､ロ 

 

 

雑地 

計 2箇所 133.84       

合 

計 

5箇所 1,131.77       

 注：寒風山風景林は廃止のため削除 
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 ８ その他必要な事項 

(4) その他 

森林空間利用タイプのうち、レクリエーションの森等を除く区域の施業 

方法 

位置（林小班） 面積（ha) 施業方法 

1065い､ろ 

1066ろ､に､ほ､へ､ぬ 

1067 ろ 1､ろ 2､に､へ､と 

1068い､ろ､は､に 1､に 2､ほ､ほ 2､ 

へ 1､へ 11､と 1､と 11､と 12､ち､

ぬ 1､ぬ 2､る､わ 1､か､か 1､よ 1､

よ 2､よ 3 

 

 318.07 育成複層林施業 

1006 ろ､ほ､へ､と 

1008 は､ほ 

1009 ほ 

1010 へ 

1013 い､ほ､る 

1017 ほ 

1018 ち 

1019 は､り 

1023 ほ 

1025 に､ほ､ぬ､る 

1026 い､は 

1027 い 1､い 2､ろ､は､へ 

1028 い､ろ､は､へ 

1033 ろ､に､ほ 

1036 へ、と 

1037 は、に、ほ 

1038 は、に、か 

1048 は 

1066 い､と､ち､り 

1067 い､は､ほ､ち､り 

1068 に､ほ 1､へ 2､ち 1､り､わ 2 

 

735.69 天然生林施業 

注：レクリエーションの森等とは、レクリエーションの森、ふれあいの森等協定の森

林、施業指標林、試験地等のことである。 


